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令和 6年度から適用される労災保険率及び労務費率の周知について 

 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本会の活動に対しま

して格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、労災保険率及び労務費率は、原則として 3年ごとに改定が行われ、厚生

労働省では、令和 6 年 4 月 1 日の施行に向け省令改正等の作業が行われている

ところです。 

今般の改定により、別紙の業種については、労災保険率及び労務費率につい

て引き下げないし据え置く予定としているとのことです。 

つきましては、貴会会員企業の皆様に周知くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

                               以上 

 

 

 

 

 

 

  

（担当：労働部 又木） 














